
「鳴門わかめ認証制度」の申請手続きについて

県（Ｇメン）が事業所、書類（帳簿）、加工状況等を検査します。

・認定審査委員会で審査します。

対象

① 認定申請

（無料）

② 検 査

③ 審 査

⑤ 認定書交付 ・審査に適合した者に、「認定書」を交付します。

⑥ 認証マーク

の表示

・鳴門わかめ協議会が発行します。

・提出先：県庁水産振興課 「持参」もしくは「郵送」

※ＦＡＸは不可です。

・提出部数： ２部
＜受 付＞

・原則年２回

「適正な食品表示」と

「トレーサビリティ（加工履歴管理）」を整えた

加工業者を県が認定し、認証マークを表示することにより、

安全・安心な「鳴門わかめ」を求める消費者の信頼に応えます。

目的

・「徳島県食品表示の適正化等に関する条例」に基づく

特定食品製造業（水産加工業）届出事業者又は、

「食品衛生法」に基づく営業許可事業者もしくは営業届出事業者

・県内に加工施設を有している加工業者

・県産鳴門わかめを原料に加工を行っている加工業者

・原料のわかめについて、入荷から製品出荷までの加工履歴を

管理している加工業者

④ 認定の決定 ・申請書類、委員会の意見を勘案し認定加工業者を決定。

シールの貼付

マークの印刷

・認証マーク表示商品生産計画書を県に提出。

・県は適切な食品表示ができていることを確認し、

「認証マーク表示決定通知書」を交付します。

・「認証マーク表示決定通知」を受けた加工業者は、

認証を受けた商品の容器包装に直接、認証マークを

印刷することができます。

⑦ 実績報告 ・毎年、製造・加工実績等の報告期間満了後、

３ヶ月以内に製造・加工実績等を報告しなければなりません。


